
議案第５９号 

岩倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例の一部改正について 

岩倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の

一部を改正する条例を別紙のように定めるものとする。 

令和５年８月２８日提出 

岩倉市長 久 保 田 桂 朗 
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岩倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例の一部を改正する条例 

岩倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

（平成２７年岩倉市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中６の項を８の項とし、２の項から５の項までを２項ずつ繰り

下げ、１の項を２の項とし、同項の次に次のように加える。 

 別表第１に１の項として次のように加える。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

３ 市長 岩倉市障害者医療費支給条例（昭和４８年岩倉市条例第

２７号）による障害者医療費の支給に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

１ 市長 岩倉市子ども医療費支給条例（昭和４８年岩倉市条例第

３号）による子ども医療費の支給に関する事務であって

規則で定めるもの 


